
※税制改正以外のお知らせ

国民健康保険税（国保税）や長寿（後期高齢者）医療制度保険料の
社会保険料控除
　平成 20年度から国保税及び長寿医療制度保険料の年金からの特別徴収（天引き）が始まりま
したが、年金から天引きされたものについては、所得税や住民税を算出する際、天引きされた本
人以外の社会保険料控除の対象となりませんのでご注意ください。
※ 年金からの特別徴収は、口座振替に切り替えることができます。切り替えるための要件等につ
いては、保険年金課（内線 139・143）にお問い合わせください。
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控
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収
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収
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。
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収
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６
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２
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８
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収
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控
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所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

対
象
で
、
平
成
11
年
か
ら
平
成
18

年
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し

た
も
の
に
つ
い
て
、
住
民
税
か
ら

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
毎
年
の
申
告
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

申
告
書
の
作
成
方
法
に
つ
い
て

は
、
笠
間
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
来

年
１
月
以
降
に
公
開
し
ま
す
。
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◆
減
価
償
却
費
の
改
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農
業
や
営
業
を
行
っ
て
い
る
方

　

平
成
19
年
３
月
31
日
以
前
に
取

得
し
た
資
産
で
、
既
に
償
却
済
み

（
残
存
価
格
５
パ
ー
セ
ン
ト
の
み
）

に
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、

平
成
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年
分
か
ら
５
年
間
で
均
等

に
残
存
価
格
１
円
ま
で
償
却
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

収
支
内
訳
書
の
減
価
償
却
欄
に

記
載
の
な
い
場
合
で
も
、
取
得
時

期
・
価
格
な
ど
が
わ
か
れ
ば
償
却

で
き
ま
す
の
で
、
申
告
に
際
し
て

は
、
取
得
年
月
及
び
取
得
価
格

が
わ
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
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廃
棄
等
に
よ
り
既
に
存
在
し
な

い
資
産
に
つ
い
て
は
、
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

市・県民税（住民税）の主な税制改正
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